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調査審議に係る説明資料
（県民の社会参加活動の促進と協働の取組の推進）
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受理・公告 

縦覧期間（1か月） 

一般市民に公開 

認証・不認証の審査 

（縦覧後 2か月以内） 

閲覧書類を一般市民に公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設立申請までの流れ 

申請者 

所轄庁 

設立の準備をします 

1. 設立趣旨書 

2. 定款 

3. 2 ヵ年度分の事業計画書 

4. 2 ヵ年度分の活動予算書 

5. 2 ヵ年度分の活動予算書の注記 

設立相談 

内容・趣旨等を確認。 

各書類の整合性を確認。 

間違いがあれば修正依頼 

設立総会を開催した後 

6.  設立総会議事録の写し 

7.  設立認証申請書 

8.  役員名簿 

9.  就任承諾及び宣誓書の写し 

10. 住民票抄本(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰなし) 

11. 社員のうち10 人以上の者の名簿 

12. 確認書 

提出 

再提出 

修正依頼 

提出 

ここまでで平均 4か月半～半年くらい 

認証の場合 

↓ 

主たる事務所の所在地で設立登記

（認証から 2週間以内） 

↓ 

法人成立 

① 設立完了届出書 

② 登記事項証明書及びその写し 

③ 設立当初の財産目録 

 

左記の１～12の必要書類が 

不備なく全て揃った時点で受理 

Ｏ

Ｋ 
通知 

ここまでで平均半年～8か月くらい 

Ｏ

Ｋ 

ＮＰＯプラザ 

提出 
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